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収集制限等及び外部提供等に関する意見について（答申） 

 

 

 平成２１年１１月１１日付個人情報保護審議会あて諮問書により諮問のあった標記

のことについては、適当と認めます。 

なお、適当と認める理由等は、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

適当と認める理由等 

１ 個人情報の収集制限等に関する例外の該当性 

 ⑴ 公共施設の管理及び利用に伴う安全の確保は、地方自治体の責務ですが、近年、

公共施設において、いたずらや器物損壊及び不法投棄などの悪質な行為が増加し

ています。「エコパークあぼし」は、ごみ焼却施設及び温水プールなどを備えた

健康増進センターやグラウンドゴルフ場などからなる複合施設であり、広大な敷

地であるため管理者の監視が及びにくい状況となっています。悪質な行為は行政

の監視が及びにくい時間帯等になされることが多いのが現状です。 

 ⑵ このような状況下において、市が悪質な行為者に対し、改善の指示又は捜査機

関との連携による告発を行うためには、その者の特定や行為の事実確認を行う必

要が生じ、常時、「エコパークあぼし」駐車場における一定の場所を撮影し、悪

質な行為者の映像などの個人情報を収集することが必要になります。 

以上により、当該駐車場における監視カメラの設置・管理は、姫路市個人情報

保護条例（以下「条例」という。）第８条第２項第６号にいう「公益上必要」の

要件を満たしていると解されます。 

 ⑶ その際、一般の施設利用者など悪質な行為者以外の者が撮影される場合もあり

ますが、この点については、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう、

次のとおり適切な個人情報保護措置が講じられるとされており、やむを得ないも

のと思われます。 



  ア 明らかに悪質行為と関係のない者の映像を速やかに消去する。 

  イ 悪質行為と認められる映像については、適切な保存期間を設定した上で、そ

の映像を消去する等必要な措置が採られる。 

  ウ 画像記録媒体及び機器の盗難防止の対策が採られる。 

  エ 監視カメラの設置の表示並びに管理責任者及び連絡先の表示がされる。 

 ⑷ なお、条例第８条第３項にいう、本人への通知については、不特定多数の人物

が撮影されるため氏名等を特定できないこと、さらに、監視カメラ設置場所にお

いて、監視カメラ設置の表示がなされるため、その必要はないものと解されます。 

 

２ 個人情報の外部提供の例外の該当性 

 ⑴ 刑事訴訟法第２３９条には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪

があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定められており、告

発は公務員に義務づけられています。そして、公務員が告発する際には、収集し

た映像を捜査機関に提供する必要が生じる場合があり、このような個人情報の外

部提供は、刑事訴訟法第２３９条の趣旨からしても許容されると解されます。以

上により、個人情報の外部提供は、条例第９条第１項第２号にいう「法令の定め

があるとき」に該当すると解され、また、このような提供は、条例同条同項第６

号にいう「公益上必要があると認めるとき」にも該当すると解されます。 

 ⑵ 捜査機関からの個人情報の照会等に対しては、収集した映像を提供しなければ

当該捜査の目的を達成することが著しく困難になるような場合において、かつ、

提供する個人情報の内容、捜査の目的その他の事情から判断して、本人の権利を

不当に侵害するおそれがない限りにおいて、認められるものとします。 

 ⑶ この場合、条例第９条第３項にいう、本人への通知については、本人へ通知す

ることにより捜査の円滑な実施を困難にする場合がありえ、その必要はないもの

と解されます。 

 

３ 審議会からの意見等 

  実施機関が当該駐車場における悪質な行為に対する防止対策の一環として監視カ

メラの設置を開始するに際し、市広報紙やホームページ等の広報媒体により市民

等に対して事前に周知を図るなどの措置を講ずることを求めます。 

 

 


